
芳 賀 町 太 陽 光 発 電 設 備 と 地 域 と の 調 和 に 関 す る 条 例  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 町 内 に お け る 太 陽 光 発 電 設 備 の 設 置 及 び 維 持 管

理 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 太 陽 光 発 電 設 備 の 事 業

区 域 及 び 周 辺 地 域 に お け る 災 害 の 防 止 並 び に 良 好 な 景 観 及 び 生 活 環

境 の 保 全 を 図 り 、 も っ て 町 民 の 安 全 で 安 心 な 生 活 を 確 保 す る こ と を

目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1 )  太 陽 光 発 電 設 備  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の 利 用 の 促 進 に 関 す

る 特 別 措 置 法 （ 平 成 ２ ３ 年 法 律 第 １ ０ ８ 号 。 以 下 「 再 生 可 能 エ ネ

ル ギ ー 特 別 措 置 法 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る も

の を 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 源 と す る 設 備 （ 送 電 に 係 る 電 柱 等 を 除

く 。 ） を い う 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 設 備 に つ い て は 、 こ の 限 り で

な い 。  

ア  建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規

定 す る 建 築 物 の 屋 根 又 は 屋 上 に 設 置 す る 太 陽 光 発 電 設 備  

イ  工 場 立 地 法 （ 昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 ２ ４ 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 第 １ 号

に 規 定 す る 環 境 設 備 と し て の 太 陽 光 発 電 設 備  

(2 )  設 置 事 業  太 陽 光 発 電 設 備 を 設 置 す る 事 業 又 は 太 陽 光 発 電 設 備

を 設 置 す る た め に 行 う 樹 木 等 の 伐 採 、 土 地 の 造 成 等 に よ る 区 画 形

質 の 変 更 を 行 う 事 業 を い う 。  

(3 )  設 置 事 業 者  設 置 事 業 を 計 画 し 、 こ れ を 実 施 す る 者 を い う 。  

(4 )  発 電 事 業  太 陽 光 発 電 設 備 を 用 い て 発 電 を 行 う 事 業 を い う 。  

(5 )  発 電 事 業 者  発 電 事 業 を 行 う 者 を い う 。  

(6 )  事 業 区 域  設 置 事 業 及 び 発 電 事 業 を 行 う 一 団 の 土 地 （ 太 陽 光 発

電 設 備 に 附 属 す る 管 理 設 備 、 変 電 設 備 、 緩 衝 帯 等 に 係 る 土 地 を 含

む 。 ） で あ っ て 、 柵 塀 等 の 工 作 物 の 設 置 そ の 他 の 方 法 に よ り 当 該

土 地 以 外 の 土 地 と 区 別 さ れ 、 継 続 的 又 は 一 体 的 に 事 業 を 行 う 区 域

を い う 。  

(7 )  土 地 所 有 者 等  事 業 区 域 に 係 る 土 地 の 所 有 者 、 占 有 者 又 は 管 理

者 を い う 。  

(8 )  関 係 住 民 等  次 に 掲 げ る 者 を い う 。  

ア  事 業 区 域 が 属 す る 大 字 及 び そ の 周 辺 （ 以 下 「 近 隣 区 域 」 と い

う 。） に 居 住 し 、 又 は 土 地 若 し く は 建 物 を 所 有 す る 者  

イ  賃 借 権 、 地 上 権 、 地 役 権 そ の 他 の 権 原 に よ り 、 近 隣 区 域 の 土



地 又 は 建 物 を 使 用 す る 者  

ウ  近 隣 区 域 を 含 む そ の 周 辺 の 自 治 会 （ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年

法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ６ ０ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 地 縁 に よ る 団

体 そ の 他 こ れ に 類 す る 団 体 ） の 役 員 等  

（ 町 の 責 務 ）  

第 ３ 条  町 は 、 第 １ 条 の 目 的 の 達 成 の た め に 、 こ の 条 例 の 適 正 か つ 円

滑 な 運 用 が 図 ら れ る よ う 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

（ 設 置 事 業 者 及 び 発 電 事 業 者 の 責 務 ）  

第 ４ 条  設 置 事 業 者 及 び 発 電 事 業 者 は 、 関 係 法 令 及 び こ の 条 例 を 遵 守

し 、 自 然 環 境 等 に 十 分 配 慮 す る と と も に 、 災 害 等 が 発 生 す る 事 態 が

生 ず る こ と の な い よ う 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

２  設 置 事 業 者 及 び 発 電 事 業 者 は 、 関 係 住 民 等 の 意 見 を 聴 き 、 そ の 意

見 を 尊 重 し 、 常 に 関 係 住 民 等 と 良 好 な 関 係 を 保 つ よ う 努 め な け れ ば

な ら な い 。  

（ 土 地 所 有 者 等 の 責 務 ）  

第 ５ 条  土 地 所 有 者 等 は 、 設 置 事 業 及 び 発 電 事 業 に よ り 、 自 然 環 境 等

を 損 な い 、 又 は 災 害 等 が 発 生 す る 事 態 が 生 ず る こ と の な い よ う 事 業

区 域 を 適 正 に 管 理 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 町 民 の 責 務 ）  

第 ６ 条  町 民 は 、 第 １ 条 の 目 的 の 達 成 の た め に 、 町 の 施 策 及 び こ の 条

例 に 定 め る 手 続 の 実 施 に 協 力 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 抑 制 区 域 ）  

第 ７ 条  町 長 は 、 次 に 掲 げ る 区 域 に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 当 該 区

域 を 太 陽 光 発 電 設 備 の 設 置 を 抑 制 す べ き 区 域 （ 以 下 「 抑 制 区 域 」 と

い う 。） と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

(1 )  土 砂 災 害 そ の 他 自 然 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る 区 域  

(2 )  豊 か な 自 然 環 境 や 魅 力 的 な 景 観 と し て 良 好 な 状 態 が 保 た れ て い

る 区 域  

(3) そ の 他 設 置 事 業 に よ り 、 事 業 区 域 の 周 辺 地 域 （ 以 下 「 周 辺 地 域 」

と い う 。） に 著 し い 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 区 域  

２  前 項 の 抑 制 区 域 は 、 規 則 で 定 め る 。  

（ 設 置 事 業 の 許 可 等 ）  

第 ８ 条  設 置 事 業 者 は 、 抑 制 区 域 を 含 み 、 又 は 発 電 出 力 が ５ ０ キ ロ ワ

ッ ト 以 上 の 太 陽 光 発 電 設 備 に よ り 事 業 を 行 お う と す る と き は 、 当 該

事 業 区 域 に 係 る 設 置 事 業 に 関 す る 計 画 （ 以 下 「 設 置 事 業 計 画 」 と い

う 。 ） を 定 め 、 当 該 設 置 事 業 計 画 に つ い て 町 長 の 許 可 （ 以 下 「 設 置

許 可 」 と い う 。 ） を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  設 置 許 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、



町 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

３  設 置 事 業 計 画 に は 、 次 の 事 項 を 定 め な け れ ば な ら な い 。  

(1 )  設 置 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代 表 者 の

氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）  

(2 )  事 業 区 域 の 所 在 及 び 面 積  

(3 )  設 置 事 業 に 係 る 工 事 施 行 者 （ 以 下 「 工 事 施 行 者 」 と い う 。 ） の

氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る

事 務 所 の 所 在 地 ）  

(4 )  設 置 事 業 の 完 了 時 に お け る 土 地 の 形 状  

(5 )  太 陽 光 発 電 設 備 を 設 置 す る 位 置  

(6 )  設 置 す る 太 陽 光 発 電 設 備 の 構 造  

(7 )  設 置 事 業 の 期 間 及 び 工 程  

(8 )  設 置 す る 太 陽 光 発 電 設 備 の 発 電 出 力  

(9 )  自 然 環 境 の 保 全 の た め の 方 策  

(1 0 )  景 観 の 保 全 の た め の 方 策  

(1 1 )  排 水 施 設 、 擁 壁 そ の 他 の 土 砂 等 の 流 出 及 び 崩 壊 を 防 止 す る 施

設 の 計 画  

(1 2 )  太 陽 光 の 反 射 、 騒 音 等 に よ る 生 活 環 境 に 対 す る 被 害 を 防 止 す

る た め の 措 置  

(1 3 )  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 災 害 及 び 事 故 に よ る 被 害 を 防 止

す る た め の 措 置  

(1 4 )  設 置 事 業 の 施 行 に 必 要 と な る 法 令 及 び 他 の 条 例 に 基 づ く 許 認

可 の 取 得 に 関 す る 計 画  

(1 5 )  設 置 事 業 の 完 了 後 に お け る 太 陽 光 発 電 設 備 の 維 持 管 理 に 関 す

る 計 画  

(1 6 )  発 電 事 業 終 了 後 の 太 陽 光 発 電 設 備 の 撤 去 及 び 撤 去 費 用 の 積 立

て に 関 す る 計 画  

（ 事 前 協 議 ）  

第 ９ 条  前 条 第 ２ 項 の 申 請 を し よ う と す る 設 置 事 業 者 （ 以 下 「 申 請 予

定 事 業 者 」 と い う 。 ） は 、 あ ら か じ め 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、 町 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

２  町 長 は 、 前 項 の 協 議 が あ っ た と き は 、 当 該 申 請 予 定 事 業 者 に 対 し 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 設 置 事 業 に 係 る 必 要 な 指 導 又 は 助

言 を す る こ と が で き る 。  

（ 説 明 会 の 開 催 等 ）  

第 １ ０ 条  申 請 予 定 事 業 者 は 、 前 条 第 １ 項 の 協 議 が 終 了 し た と き は 、

速 や か に 関 係 住 民 等 に 対 し 、 設 置 事 業 計 画 に つ い て の 説 明 会 を 開 催

し な け れ ば な ら な い 。  



２  関 係 住 民 等 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 項 の 説 明 会 を 開 催

し た 申 請 予 定 事 業 者 に 対 し 、 設 置 事 業 計 画 に 関 す る 意 見 を 申 し 出 る

こ と が で き る 。  

３  申 請 予 定 事 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 申 出 が あ っ た と き は 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 申 出 を し た 関 係 住 民 等 と 協 議 し な

け れ ば な ら な い 。  

４  申 請 予 定 事 業 者 は 、 第 １ 項 の 説 明 会 を 開 催 し た と き 、 第 ２ 項 の 規

定 に よ る 意 見 の 申 出 が あ っ た と き 又 は 前 項 の 協 議 を 行 っ た と き は 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 町 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 設 置 許 可 の 基 準 等 ）  

第 １ １ 条  町 長 は 、 設 置 許 可 の 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 申 請 に 係 る

設 置 事 業 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と 認 め る と き で な け れ ば 、

設 置 許 可 を し て は な ら な い 。  

(1 )  周 辺 地 域 に お け る 自 然 環 境 を 害 す る お そ れ が な い こ と と し て 規

則 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

(2 )  周 辺 地 域 に お け る 景 観 を 害 す る お そ れ が な い こ と と し て 規 則 で

定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

(3 )  周 辺 地 域 に お い て 土 砂 崩 れ 、 氾 濫 そ の 他 の 災 害 を 発 生 さ せ る お

そ れ が な い こ と と し て 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

(4 )  設 置 事 業 の 完 了 時 に お け る 事 業 区 域 の 高 さ 、 法 面 の 勾 配 、 土 地

の 造 成 を 行 う 面 積 等 の 造 成 計 画 が 宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 ３ ６ 年

法 律 第 １ ９ １ 号 ） 、 都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） そ

の 他 の 関 係 法 令 （ 次 号 及 び 第 ６ 号 に お い て 「 関 係 法 令 」 と い う 。 ）

及 び 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

(5 )  排 水 施 設 、 擁 壁 そ の 他 の 施 設 が 関 係 法 令 及 び 規 則 で 定 め る 基 準

に 適 合 し て い る こ と 。  

(6 )  地 形 、 地 質 及 び 周 辺 地 域 の 状 況 に 応 じ 配 慮 す べ き 事 項 又 は 講 ず

べ き 措 置 が 、 関 係 法 令 及 び 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ

と 。  

(7 )  周 辺 地 域 に お け る 道 路 、 河 川 、 水 路 そ の 他 の 公 共 施 設 の 構 造 、

管 理 等 に 支 障 を き た す お そ れ が な い こ と と し て 規 則 で 定 め る 基 準

に 適 合 し て い る こ と 。  

(8 )  太 陽 光 の 反 射 、 騒 音 等 に よ る 生 活 環 境 に 対 す る 被 害 を 防 止 す る

た め の 措 置 そ の 他 の 関 係 住 民 等 の 生 活 環 境 を 保 全 す べ き 措 置 が 講

じ ら れ て い る こ と と し て 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

(9 )  設 置 す る 太 陽 光 発 電 設 備 が 電 気 事 業 法 （ 昭 和 ３ ９ 年 法 律 第 １ ７ ０

号 ） 、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 特 別 措 置 法 そ の 他 の 関 係 法 令 の 基 準 に

適 合 し て い る こ と 。  



( 1 0 )  町 の 総 合 計 画 、 都 市 計 画 、 農 村 環 境 計 画 、 森 林 整 備 計 画 そ の

他 の 将 来 計 画 に 適 合 し て い る こ と 。  

(1 1 )  前 条 第 １ 項 の 説 明 会 及 び 同 条 第 ３ 項 の 協 議 を 適 切 に 実 施 し て

い る こ と 。  

２  町 長 は 、 第 ８ 条 第 ２ 項 の 申 請 を し た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る と き は 、 設 置 許 可 を し な い こ と が で き る 。  

(1 )  設 置 事 業 計 画 を 実 施 す る た め に 必 要 な 資 力 及 び 信 用 を 有 す る と

認 め ら れ な と き 。  

(2 )  第 １ ７ 条 の 規 定 に よ り 設 置 許 可 又 は 変 更 許 可 を 取 り 消 さ れ た 日

か ら 起 算 し て ５ 年 を 経 過 し な い と き 。  

３  町 長 は 、 自 然 環 境 等 へ の 被 害 の 発 生 の 防 止 の た め に 必 要 が あ る と

認 め る と き は 、 設 置 許 可 に 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。  

（ 標 識 の 掲 示 ）  

第 １ ２ 条  設 置 許 可 を 受 け た 設 置 事 業 者 （ 以 下 「 許 可 事 業 者 」 と い う 。）

は 、 当 該 設 置 許 可 に 係 る 設 置 事 業 （ 以 下 「 許 可 事 業 」 と い う 。 ） を

実 施 し て い る 間 、 当 該 許 可 事 業 の 事 業 区 域 内 の 公 衆 の 見 や す い 場 所

に 規 則 で 定 め る 標 識 を 掲 示 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 関 係 書 類 の 閲 覧 ）  

第 １ ３ 条  許 可 事 業 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 許 可 事 業 を 実

施 し て い る 間 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ り 町 長 に 提 出 し た 書 類 の 写 し を

関 係 住 民 等 の 求 め に 応 じ 、 閲 覧 さ せ な け れ ば な ら な い 。  

（ 着 手 の 届 出 ）  

第 １ ４ 条  許 可 事 業 者 は 、 許 可 事 業 に 着 手 し よ う と す る と き は 、 あ ら

か じ め 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 旨 を 町 長 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。  

（ 完 了 の 届 出 等 ）  

第 １ ５ 条  許 可 事 業 者 は 、 許 可 事 業 を 完 了 し た と き は 、 規 則 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 完 了 し た 日 か ら 起 算 し て １ ０ 日 以 内 に 、 町 長 に 届 け

出 な け れ ば な ら な い 。 許 可 事 業 を 廃 止 し た と き も 同 様 と す る 。  

２  町 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 速 や か に 、 設 置

許 可 の 内 容 に 適 合 し て い る か ど う か に つ い て 検 査 し 、 適 合 し て い る

と 認 め る と き は 、 許 可 事 業 者 に 検 査 済 証 を 交 付 す る 。  

３  許 可 事 業 者 は 、 前 項 の 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 後 で な け れ ば 、 当

該 許 可 事 業 に 係 る 太 陽 光 発 電 設 備 を 使 用 し て は な ら な い 。  

（ 設 置 事 業 の 変 更 許 可 ）  

第 １ ６ 条  許 可 事 業 者 は 、 第 ８ 条 第 ３ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 変 更 し よ

う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 変 更 に つ い て 町 長 の 許 可 （ 以 下

「 変 更 許 可 」 と い う 。 ） を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 規 則 で



定 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  変 更 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 町

長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

３  許 可 事 業 者 は 、 第 １ 項 た だ し 書 の 軽 微 な 変 更 を し た と き は 、 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や か に 、 町 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

４  第 ９ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 変 更 許 可 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 設 置 許 可 又 は 変 更 許 可 の 取 消 し ）  

第 １ ７ 条  町 長 は 、 許 可 事 業 者 又 は 変 更 許 可 を 受 け た 許 可 事 業 者 （ 以

下 「 変 更 許 可 事 業 者 」 と い う 。 ） が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

と き は 、 そ の 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

(1 )  偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 、 設 置 許 可 又 は 変 更 許 可 を 受 け た

と き 。  

(2 )  設 置 許 可 又 は 変 更 許 可 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る

日 ま で に 当 該 設 置 許 可 に 係 る 設 置 事 業 に 着 手 し な か っ た と き 。  

(3 )  設 置 許 可 又 は 変 更 許 可 を 受 け 、 当 該 許 可 に 係 る 設 置 事 業 に 着 手

し た 日 後 １ 年 を 超 え る 期 間 引 き 続 き 設 置 事 業 を 行 っ て い な い と き 。 

(4 )  第 １ １ 条 第 １ 項 （ 前 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

に 規 定 す る 要 件 を 満 た さ な い 設 置 事 業 を 行 っ た と き 。  

(5 )  第 １ １ 条 第 ３ 項 （ 前 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ り 付 さ れ た 条 件 に 違 反 し た と き 。  

(6 )  前 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し て 変 更 許 可 を 受 け な い で 設 置 事 業 を

行 っ た と き 。  

(7 )  第 ３ ０ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 従 わ な い と き 。  

（ 設 置 事 業 の 届 出 ）  

第 １ ８ 条  設 置 事 業 者 は 、 抑 制 区 域 を 含 ま な い 事 業 区 域 で あ り 、 発 電

出 力 が １ ０ キ ロ ワ ッ ト 以 上 ５ ０ キ ロ ワ ッ ト 未 満 の 太 陽 光 発 電 設 備 に

よ り 設 置 事 業 を 行 お う と す る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

当 該 設 置 事 業 の 着 手 前 に 町 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  町 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 当 該 届 出 を 行 っ

た 設 置 事 業 者 （ 以 下 「 届 出 事 業 者 」 と い う 。 ） に 対 し 、 当 該 設 置 事

業 に 係 る 必 要 な 指 導 及 び 助 言 を す る こ と が で き る 。  

（ 届 出 に 係 る 設 置 事 業 の 周 知 ）  

第 １ ９ 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 お う と す る 設 置 事 業 者 又

は 届 出 事 業 者 は 、 設 置 事 業 の 着 手 前 に 関 係 住 民 等 に 対 し 当 該 設 置 事

業 の 周 知 を 図 り 、 当 該 設 置 事 業 へ の 理 解 を 得 る よ う 、 第 １ ０ 条 の 規

定 に 準 じ た 対 応 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 設 置 事 業 の 変 更 の 届 出 ）  

第 ２ ０ 条  届 出 事 業 者 は 、 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 た 内 容



を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、 町 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 軽 微 な 変 更 に つ い て

は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 条 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 発 電 事 業 の 開 始 の 届 出 ）  

第 ２ １ 条  発 電 事 業 者 は 、 発 電 事 業 を 開 始 し た と き は 、 規 則 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 速 や か に 町 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 太 陽 光 発 電 設 備 等 の 適 正 管 理 ）  

第 ２ ２ 条  発 電 事 業 者 は 、 当 該 発 電 事 業 を 実 施 し て い る 間 、 自 然 環 境

等 を 損 な い 、 又 は 災 害 等 が 発 生 す る 事 態 が 生 ず る こ と の な い よ う 当

該 事 業 区 域 及 び 使 用 す る 太 陽 光 発 電 設 備 を 適 正 に 管 理 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 異 常 発 生 時 の 対 応 ）  

第 ２ ３ 条  発 電 事 業 者 は 、 事 業 区 域 及 び 使 用 す る 太 陽 光 発 電 設 備 に 異

常 が 生 じ た と き は 、 速 や か に 現 地 を 確 認 し 、 早 急 に 必 要 な 措 置 を 講

ず る と と も に 、 当 該 異 常 に つ い て 事 業 区 域 の 周 辺 に 居 住 す る 住 民 に

周 知 し 、 及 び 町 長 に 通 報 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 軽 微 な 異 常

の と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  町 長 は 、 発 電 事 業 に よ り 、 自 然 環 境 等 を 損 な い 、 又 は 災 害 等 が 発

生 す る 事 態 が 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 発 電 事 業 者

に 対 し 、 当 該 事 態 が 生 ず る こ と を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず

る こ と を 求 め る こ と が で き る 。  

３  町 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 同 項 の 事 態 が 発 電 事 業 者

以 外 の 者 の 行 為 に よ る も の で あ る と き は 、 当 該 者 に 対 し 、 同 項 の 措

置 を 講 ず る こ と を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 発 電 事 業 の 変 更 の 届 出 ）  

第 ２ ４ 条  発 電 事 業 者 は 、 国 に 発 電 事 業 に 関 す る 変 更 の 手 続 を し た と

き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 町 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

（ 発 電 事 業 終 了 時 の 適 正 処 分 等 ）  

第 ２ ５ 条  発 電 事 業 者 は 、 発 電 事 業 を 終 了 す る と き は 、 太 陽 光 発 電 設

備 そ の 他 当 該 発 電 事 業 に 用 い た 施 設 等 を 速 や か に 撤 去 し 、 及 び 適 正

に 処 分 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 発 電 事 業 の 終 了 の 届 出 ）  

第 ２ ６ 条  発 電 事 業 者 は 、 発 電 事 業 を 終 了 す る と き は 、 規 則 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 町 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 報 告 の 徴 収 ）  

第 ２ ７ 条  町 長 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 設 置 事 業

者 、 工 事 施 行 者 、 発 電 事 業 者 又 は 土 地 所 有 者 等 に 対 し 、 報 告 を 求 め



る こ と が で き る 。  

（ 立 入 検 査 ）  

第 ２ ８ 条  町 長 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 当 該 職 員

に 、 設 置 事 業 者 、 工 事 施 行 者 又 は 発 電 事 業 者 の 事 務 所 若 し く は 事 業

所 又 は 事 業 区 域 に 立 ち 入 り 、 設 置 事 業 若 し く は 発 電 事 業 の 状 況 若 し

く は 施 設 、 帳 簿 、 書 類 そ の 他 必 要 な 物 件 を 検 査 さ せ 、 又 は 関 係 者 に

質 問 さ せ る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 を す る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証 明 書

を 携 帯 し 、 関 係 者 に こ れ を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら

れ た も の と 解 釈 し て は な ら な い 。  

（ 勧 告 ）  

第 ２ ９ 条  町 長 は 、 許 可 事 業 者 に あ っ て は 設 置 許 可 を 受 け た 設 置 事 業

計 画 、 変 更 許 可 事 業 者 に あ っ て は 変 更 許 可 を 受 け た 設 置 事 業 計 画 に

従 っ て 事 業 を 施 行 し て い な い と 認 め る と き は 、 当 該 許 可 事 業 者 又 は

当 該 変 更 許 可 事 業 者 に 対 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 相 当 の 期

限 を 定 め て 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と を 勧 告 す る こ と が で き る 。  

２  町 長 は 、 第 ８ 条 第 １ 項 、 第 １ ６ 条 第 １ 項 、 第 １ ８ 条 第 １ 項 又 は 第

２ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た 設 置 事 業 者 に 対 し 、 規 則 で 定 め る と

こ ろ に よ り 、 相 当 の 期 限 を 定 め て 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と を 勧 告

す る こ と が で き る 。  

３  町 長 は 、 第 １ ５ 条 第 ２ 項 （ 第 １ ６ 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 検 査 の 結 果 、 設 置 許 可 又 は 変 更 許 可 の 内 容

に 適 合 し な い と 認 め る と き は 、 当 該 許 可 事 業 者 又 は 当 該 変 更 許 可 事

業 者 に 対 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 内 容 に 適 合 す る た め

に 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と を 勧 告 す る こ と が で き る 。  

４  町 長 は 、 第 ２ １ 条 、 第 ２ ２ 条 、 第 ２ ３ 条 第 １ 項 、 第 ２ ４ 条 、 第 ２ ５

条 又 は 第 ２ ６ 条 の 規 定 に 違 反 し た 発 電 事 業 者 に 対 し 、 規 則 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 相 当 の 期 限 を 定 め て 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と を 勧

告 す る こ と が で き る 。  

（ 命 令 ）  

第 ３ ０ 条  町 長 は 、 許 可 事 業 者 又 は 変 更 許 可 事 業 者 が 、 正 当 な 理 由 な

く 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 勧 告 に 従 わ な い と き は 、 当 該 許 可 事 業

者 又 は 当 該 変 更 許 可 事 業 者 に 対 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 工

事 そ の 他 の 行 為 の 停 止 を 命 じ 、 又 は 相 当 の 期 限 を 定 め て 太 陽 光 発 電

設 備 の 除 却 、 事 業 区 域 の 原 状 回 復 そ の 他 の 違 反 を 是 正 す る た め 必 要

な 措 置 を 講 ず る こ と を 命 ず る こ と が で き る 。  

２  町 長 は 、 前 条 第 ２ 項 の 設 置 事 業 者 が 、 正 当 な 理 由 な く 、 同 項 の 規



定 に よ る 勧 告 に 従 わ な い と き は 、 当 該 設 置 事 業 者 に 対 し 、 規 則 で 定

め る と こ ろ に よ り 、 設 置 事 業 の 中 止 を 命 じ 、 又 は 相 当 の 期 限 を 定 め

て 太 陽 光 発 電 設 備 の 除 却 、 事 業 区 域 の 原 状 回 復 そ の 他 の 違 反 を 是 正

す る た め 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と を 命 ず る こ と が で き る 。  

３  町 長 は 、 許 可 事 業 者 又 は 変 更 許 可 事 業 者 が 、 正 当 な 理 由 な く 、 前

条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 勧 告 に 従 わ な い と き は 、 当 該 許 可 事 業 者 又 は

当 該 変 更 許 可 事 業 者 に 対 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 相 当 の 期

限 を 定 め て 、 太 陽 光 発 電 設 備 の 除 却 、 事 業 区 域 の 原 状 回 復 そ の 他 の

必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と を 命 ず る こ と が で き る 。  

（ 公 表 ）  

第 ３ １ 条  町 長 は 、 第 １ ７ 条 の 規 定 に よ る 許 可 の 取 消 し を し た と き 、

又 は 前 条 の 規 定 に よ る 命 令 を し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、 次 の 事 項 を 公 表 す る こ と が で き る 。  

(1 )  当 該 許 可 の 取 消 し 又 は 命 令 を 受 け た 設 置 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所

（ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在

地 ）  

(2 )  当 該 許 可 の 取 消 し 又 は 命 令 の 内 容  

２  町 長 は 、 設 置 事 業 者 が こ の 条 例 に 基 づ く 届 出 、 申 請 、 報 告 等 に お

い て 、 虚 偽 記 載 等 の 不 正 行 為 を 行 っ た と 認 め る と き は 、 規 則 で 定 め

る と こ ろ に よ り 、 次 の 事 項 を 公 表 す る こ と が で き る 。  

(1 )  当 該 設 置 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代 表

者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）  

(2 )  当 該 設 置 事 業 者 が 行 っ た 不 正 行 為 の 内 容  

３  町 長 は 、 第 ２ ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を 受 け た 発 電 事 業 者 が 、

正 当 な 理 由 な く 勧 告 に 従 わ な い と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

次 の 事 項 を 公 表 す る こ と が で き る 。  

(1) 当 該 勧 告 を 受 け た 発 電 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、

名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）  

(2 )  当 該 勧 告 の 内 容  

（ 土 地 所 有 者 等 に 対 す る 求 め ）  

第 ３ ２ 条  町 長 は 、 設 置 事 業 又 は 発 電 事 業 が 行 わ れ た 土 地 に お い て 、

自 然 環 境 等 を 損 な い 、 又 は 災 害 等 が 発 生 す る 事 態 が 生 ず る お そ れ が

あ る と 認 め る と き は 、 当 該 土 地 所 有 者 等 に 対 し 、 そ の 防 止 の た め に

必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と を 求 め る こ と が で き る 。  

２  町 長 は 、 設 置 事 業 者 又 は 発 電 事 業 者 が 設 備 撤 去 を 適 切 に 行 わ な か

っ た 場 合 に は 、 土 地 所 有 者 等 に 設 備 撤 去 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 委 任 ）  

第 ３ ３ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  第 ８ 条 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ）

以 後 に 着 手 す る 設 置 事 業 に つ い て 適 用 す る 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 行 日 前 に 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 特 別 措

置 法 第 ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 事 業 計 画 の

認 定 を 受 け て い る と き は 、 第 １ ８ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に

お い て 、 「 抑 制 区 域 を 含 ま な い 事 業 区 域 で あ り 、 発 電 出 力 が １ ０ キ

ロ ワ ッ ト 以 上 ５ ０ キ ロ ワ ッ ト 未 満 の 太 陽 光 発 電 設 備 に よ り 設 置 事 業 」

と あ る の は 、 「 設 置 事 業 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  


